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報告

留学生受入れの概況 （平成17年 版）

独立行政法人日本学生支援機構

1． 留学生総数

平 成17年5月1日 現 在 の留 学生 数121，812人 （過 去 最 高 ）

（対 前 年 度4，510人 （3．8％）増 ）

2． 在学段階別留学生数

大学院

大学 （学部）・短大 ・高専

専修学校 （専門課程）

準備教育課程

3． 出身国 （地域）別留学生数上位5位

中国

韓国

台湾

マレーシア

ベ トナム

注1） この調査 は平成15年 度 まで、外 国人留学生の在籍状況 を把握 し、もって留学生施策 に関す る基礎

資料 とすることを目的として、文部科学省が実施 していたが、平成16年4月 に独立行政法人 日本学生

支援機構の設立 に伴い、本機構に移管 されたものである。平成15年度 までの数値は文部科学省調べ。

注2） この調査でいう 「留学生」 とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第1に 定める 「留学」の在

留資格 （いわゆる 「留学 ビザ」）により、我が国の大学 （大学院を含む）、短期大学、高等専門学校、

専修学校 （専門課程）及び我が国の大学に入学す るための準備教育課程 を設置する教育施設において

教育を受ける外 国人学生をい う。

注3） この調査でいう短期留学生 とは、必ず しも （我が国の大学での）学位取得を目的とせず、我が国

の大学等における学習、異文化体験、語学の実地習得 などを目的として、概ね1学 年以内の1学 期又

は複数学期我が国の大学等で教育を受けて単位 を修得 し、又は研究指導 を受ける外国人学生 をいう。

注4） 準備教育課程とは、中等教育の課程の修了まで に12年を要 しない国の学生に対 し、我が国の大学

入学資格 を与 えるため に文部科学大臣が指定 した課程 をい う （平成ll年 に抜本的な制度改正を行い、

新たに課程の指定 を行った。）。

注5） 四捨五入 した数を使用 している表では、内訳の数の合計が、計欄 の数と一致 しない場合がある。

（1）留学生数の推移 （各年5月1日 現在）
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（2）大学院 ・学部 ・短期大学 ・高等専門学校 ・専修学校 （専門課程） ・

準備教育課程 における留学生数の推移 （各年5月1日 現在）

（3） 出 身 地 域 別 留学 生 数

出 身 地域 別 留 学 生 の割 合 に つ い て は 、前 年 と大 きな変 化 はみ られ ず 、 ア ジ

ア地 域 か らの留 学 生 が93．3（前 年 度93．4）％ 、 北 米 ・欧 州 地 域 か らの 留 学 生 が

合 わ せ て4．1（同4．0）％ とな っ て い る。

うち 、短期 留 学 生 につ い て は 、 ア ジア 地域 か らの留 学 生 が58．6（同59．0）％ 、

北 米 ・欧 州 地域 か らの留 学 生 が 合 わせ て35．6（34．9）％ とな っ て い る 。

（ ）内 は平成16年5月1日 現在の数
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（4）出身国 （地域）別留学生数

中国からの留学生が昨年に引き続 き増加。韓国 ・台湾からの留学生を加え

ると全留学生に占める割合は82．4（前年度83．0）％に達する。

（ ）内は平成16年5月1日 現在 の数

うち 、短期 留 学 生 を み る と、中 国 ・台 湾 ・韓 国 か らの 留 学 生 を合 わ せ る と、

50．5（同50．3）％ に達 す る。

（ ）内は平成16年5月1日 現在の数
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（5）男女別留学生数

男女別では、引き続き男性 と女性の

留学生数の差が縮まってきている。

（ ）内は平成16年5月1日 現在の数

（6） 国公私立別 ・在学段階別留学生数

（ ）内は平成16年5月1日 現在の数

（7）専攻分野別留学生数

（ ）内は平成16年5月1日 現在の数

（8）地方別 ・都道府県別留学生数 （人）

（ ）内は平成16年5月1日 現在の数
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留学生宿舎の状況 （平成17年5月1日 現在）

〇留学生総数121，812人 （前年度比4，510人 増）

〇公的宿舎入居留学生数26，773人 （前年度比850人 減）

【参考1】 留学生の増加数及び伸び率

各年5月1日 現在
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【参考2】 留学生受入れ主要大学 （平成17年5月1日 現在の在籍者数）

（ ）内は平成16年5月1日 現在の数

● 文部科学省か らのお知 らせ●

国際機関等に勤務する邦人職員による大学での講義等

文部科学省大臣官房国際課国際協力政策室

("I in U " Plan : "International Organizations' Staff in Universities 
" Pl an)

文 部科学省 では、外務省 の協力 の下、国際開発協力 サ ポー ト ・セ ンター を通 じて 、

国際機 関等 に勤務す る邦 人職員 による大学での講義等 （“I in U”Plan） の仕組 み を設

けてい ます。

本年度 か ら実際 に、“I in U”Planを 活用 した講義や シンポジウムが大学 において実施

され ま した。 “I in U”Planの 仕組み とこれまでの実績 をご紹介致 します。

“I in U”Planの 仕組 み

★ 日本の大学の講師等の公募情報を国際開発協力サポー ト・セ ンター （SCP）を通

じ、国際機関等邦人職員 に案内し、邦人職員による講義等の機会 を促進す る。

◎国際機関等：国連機関、世界銀行 ・アジア開発銀行等の国際開発金融機関 （MDBs）

など。

◎講 義 分 野 ：安全保障、国際法、国際金融 ・貿易、開発援助、環境、国際保健医

療政策、国際機関とその実務等。

◎処 遇 等 ：各大学の規定に準ずる。

◆“I in U”Planと は
“I i

n U”Planと は、 国際機関等 に勤務 す る邦人職 員が 日本 の大学 の教壇 に立 ち、平

和 構 築、 紛争解 決 とい った グ ローバ ル な課 題 につ いて、 実務 家 の視点 か ら学生 に

講義す る ことで、国際 的な舞台 で活躍す る人材 の育 成 を 目指す ものです。

具体 的 には、一 時帰 国の 際の夏 期集 中講 義 や特別 講義 、更 には一定期 間の任期

付 教員 と して の講 義 といっ た形 態 による実践的 な教 育の提 供 を期待 してい ます。




